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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

回次 第75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等     
売上高 (百万円) 45,729 51,894 57,307 102,668 100,441
経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △1,639 786 △519 △3,794 △456

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △1,492 226 △833 △8,755 △2,713

純資産額 (百万円) 210 4,367 8,192 4,202 1,234
総資産額 (百万円) 78,677 76,433 76,554 78,864 71,366
１株当り純資産額 (円) 2.53 2.87 △21.94 1.58 △21.61
１株当り中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) △17.98 1.77 △6.52 △105.18 △21.20

潜在株式調整後１株当 
り中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 0.3 5.7 10.7 5.3 1.7
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,217 3,136 3,939 △1,232 3,254

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △946 △1,810 △1,542 △2,143 △3,034

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,198 △1,498 △3,225 577 △462

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 6,929 9,553 9,290 9,097 9,876

従業員数 (名) 11,608 12,501 12,467 12,309 11,708
(2) 提出会社の経営指標等     
売上高 (百万円) 30,219 31,738 29,388 64,287 57,960
経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △1,102 367 △1,049 △3,243 △1,151

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △906 182 △1,131 △8,997 △3,925

資本金 (百万円) 13,206 19,256 22,756 19,256 19,256

発行済株式総数 (株) 
普通株式 
83,075,884 

普通株式
128,075,884 
優先株式 
10,000,000 

普通株式
128,075,884 
優先株式 
27,500,000 

普通株式
128,075,884 
優先株式 
10,000,000 

普通株式 
128,075,884 
優先株式 
10,000,000 

純資産額 (百万円) 4,083 8,278 10,179 8,096 4,169
総資産額 (百万円) 70,817 66,182 61,751 68,618 60,310
１株当り純資産額 (円) 49.20 33.43 △6.41 32.01 1.33
１株当り中間(当期) 
純利益又は中間(当期)
純損失(△) 

(円) △10.92 1.43 △8.84 △108.08 △30.67

潜在株式調整後１株当 
り中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当り中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 5.8 12.5 16.5 11.8 6.9
従業員数 (名) 1,460 1,391 1,390 1,452 1,368



(注) １ 売上高に消費税等は含まれておりません。
２ 第75期から１株当り純資産額については、(中間)期末純資産額から「(中間)期末発行済優先株式数×発行価額」を控除し
た金額を、(中間)期末発行済普通株式数(「自己株式」を除く)で除して算定しております。 

３ 第75期中の潜在株式調整後１株当り中間純利益については、１株当り中間純損失であり潜在株式がないため、また第76期
中については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。第75期、第76期および第77期中
の潜在株式調整後１株当り中間(当期)純利益については、１株当り中間(当期)純損失であり希薄化効果を有している潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 
  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、電子製品の販売を営む連結子会社である「FDK販売株式会社」を吸収合併いたしまし

た。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成17年９月30日現在) 

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成17年９月30日現在) 

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

電子事業 10,740 

電池事業 1,295 

全社(共通) 432 

合計 12,467 

従業員数(名) 1,390 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における電子部品市場は、昨年後半より続いておりましたデジタル家電向けの在庫調整が概

ね終了し、緩やかに回復に向かいましたものの、デジタル機器の価格競争激化を起因とした電子部品に対する値下

げ要求がさらに強まりました。加えて原油価格の高騰が原材料価格に影響を与えるなど、事業環境は依然として厳

しい状態が続いています。 

このような環境のもと、当社グループは、中期的な事業基盤の確立に向け、強みとする素材技術を中心に据えた

事業体制に移行を図るとともに、全グループをあげて生産革新運動を推進し、ローコストマニュファクチャリング

体制の構築を進めてまいりました。 

この結果、売上高につきましては、戦略的な新製品の立ち上げを進め、前中間連結会計期間に比べ10.4％増の573

億７百万円となりました。損益面につきましては、製品の終息に伴う一時的な操業低下などにより、営業利益は前

中間連結会計期間に比べ71.2％減の４億18百万円、経常損失５億19百万円、中間純損失８億33百万円となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 電子事業 

  モジュールシステム部門には、アッセンブリ製品を中心に、液晶ディスプレイ向けの信号処理モジュールおよ

びバックライト用インバータモジュール、スイッチング電源などが含まれます。 

  液晶ディスプレイ用信号処理モジュールは昨年後半から需要が台湾・中国などで増加し、前中間連結会計期間

を上回りました。液晶バックライト用インバータモジュールは、市場で大型液晶テレビ向けが評価され、韓国向

けを中心に伸長しました。下期以降につきましては韓国向けのほか国内向けの受注も加わる予定です。プラズマ

ディスプレイ用ハイブリッドモジュールおよびスイッチング電源は減少しました。スイッチング電源につきまし

ては、今後カスタム電源から標準品のＤＣ－ＤＣコンバータへ製品の移行を進めてまいります。当部門全体の売

上高につきましては、前中間連結会計期間に比べ26.4％増の341億87百万円となりました。 

  コンポーネント部門には、素材技術に立脚した製品を中心とした、コイルデバイス、ＶＣＯ(電圧制御発振

器)、積層チップパワーインダクタ、高周波積層部品、光通信用部品、トナー、モータなどが含まれます。 

  コイルデバイスは液晶ディスプレイ向けのバックライト用インバータトランスが市場で評価されるとともに本

トランスを搭載したインバータモジュールが伸長したことにより前中間連結会計期間を大幅に上回りました。積

層チップパワーインダクタは製品ラインナップの充実と販売の強化により前中間連結会計期間を上回りました。

モータはプリンタ市場でのステッパモータの需要減少のなか、多機能プリンタ用などを拡販いたしましたが、前

中間連結会計期間を下回りました。しかし、デジタルカメラおよびカメラ付携帯電話向けの超小型モータは大幅

に伸長しました。当部門全体の売上高につきましては、従来大きなウェイトを占めておりましたフェライト製品

を昨年12月に中国の合弁会社(持分法適用関連会社)へ移管した影響などにより、前中間連結会計期間に比べ7.9％

減の121億75百万円となりました。 

  



  この結果、電子事業全体の売上高は前中間連結会計期間に比べ15.1％増の463億62百万円となりました。損益面

につきましては、製品の終息に伴う一時的な操業低下により、２億円の営業損失(前中間連結会計期間は３億99百

万円の営業利益)となりました。 

  なお、電子事業の再編を行ないましたので、当中間連結会計期間から部門区分を変更しております。 

② 電池事業 

  電池事業には、アルカリ乾電池を中心にマンガン乾電池、リチウム電池などが含まれます。 

  国内市場においては、主力製品であるハイグレードアルカリ乾電池の「Ｇシリーズ」およびさらなる高性能化

を実現したアルカリ乾電池「Ｇ ＰＬＵＳ」の販売強化に取り組みました。海外市場向けは、北米向けの大口顧

客からの受注時期が当初の計画より遅れたことにより減少しました。 

  この結果、売上高は前中間連結会計期間に比べ5.8％減の109億45百万円、営業利益は前中間連結会計期間に比

べ41.2％減の６億19百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、前連結会計年度より、ドイツに所在する子会社を連結子会社に含めたことに伴い「欧州」を新たに設けて

おります。 

① 日本 

  日本においては、液晶バックライト用インバータモジュール、コイルデバイスおよびモータが伸長いたしまし

たものの、プラズマディスプレイ用ハイブリッドモジュール、スイッチング電源、フェライト製品およびアルカ

リ乾電池などの減少により、売上高は前中間連結会計期間に比べ6.4％減の339億17百万円となりました。損益面

につきましては、売上高の減少ならびに製品の終息に伴う一時的な操業低下により１億30百万円の営業損失(前中

間連結会計期間は10億62百万円の営業利益)となりました。 

② アジア 

  アジアにおいては、液晶ディスプレイ用信号処理モジュール、液晶バックライトユニットおよびコイルデバイ

スなどの増加により、売上高は前中間連結会計期間に比べ25.2％増の365億62百万円、営業利益は前中間連結会計

期間に比べ46.3％増の11億32百万円となりました。 

③ 北米 

  北米においては、アルカリ乾電池、光通信用部品およびフェライト製品などの減少により、売上高は前中間連

結会計期間に比べ25.5％減少の８億75百万円、営業損失は53百万円(前中間連結会計期間は44百万円の営業損失)

となりました。 

④ 欧州 

  欧州においては、アルカリ乾電池、ＶＣＯ(電圧制御発振器)およびフェライト製品などの販売により、売上高

は10億22百万円、営業利益は25百万円となりました。 

  

なお、上記の所在地別の金額には、セグメント間の内部取引金額が含まれております。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失の計上、売上の増加に伴

う一時的な売上債権およびたな卸資産の増加などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少がありま

したものの、債権流動化の促進ならびに仕入債務の増加による資金増加により、39億39百万円の資金増加(前中間連

結会計期間は31億36百万円の資金増加)となりました。 

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、液晶ディスプレイ関連製品などへの設備投資に伴

う支出により、15億42百万円の資金減少(前中間連結会計期間は18億10百万円の資金減少)となりました。 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、新株発行に伴い70億円の収入がありましたもの

の、借入金の返済を進めました結果、32億25百万円の資金減少(前中間連結会計期間は14億98百万円の資金減少)と

なりました。 

この結果、当中間連結会計期間における連結ベースの資金残高は、期首残高に比べ５億85百万円減少し、92億90

百万円となりました。 

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

(注) 前中間連結会計期間のAU OPTRONICS CORPORATIONおよび当中間連結会計期間の富士通日立プラズマディスプレイ㈱

については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

電子事業 46,864 ＋17.0 

電池事業 10,589 △1.2 

計 57,454 ＋13.1 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

電子事業 48,082 ＋29.4 14,108 ＋64.1 

電池事業 12,198 ＋2.8 2,559 ＋97.7 

計 60,280 ＋22.9 16,668 ＋68.5 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

電子事業 46,362 ＋15.1 

電池事業 10,945 △5.8 

計 57,307 ＋10.4 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

AU OPTRONICS 
CORPORATION 

― ― 16,664 29.1

富士通日立プラズマ 
ディスプレイ㈱ 

5,779 11.1 ― ―



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、強みである素材技術に立脚した電子部品の開発と、同部品を活用したモジュール製品への展開を

一層推し進めます。さらに、今後も拡大成長が見込まれるユビキタス社会のモバイル分野、カーエレクトロニクス分

野へ向けて、超小型・高機能・複合をキーとした機能性電子部品の供給を図り、お客様の満足度の向上を図ってまい

ります。 

また、昨年初めより取り組んでおります生産革新運動は、開発設計、販売活動などへの展開を強化し、当活動を核

として、経営の全活動に対する改革を進めてまいります。さらに、消費地生産を基本においたマーケットインの体制

を構築し、市場変動に強い企業体質をつくることにより、業績の向上に努めてまいります。 

[電子事業] 

  電子事業におきましては、当社グループの強みである素材技術を基礎として、回路技術、高密度実装技術などを

活用した製品の開発を強力に進めるとともに生産革新運動を全グループで展開し、徹底したコストダウンを追求す

ることで安定した事業基盤をつくってまいります。 

[電池事業] 

  電池事業におきましては、当社グループの主力製品であるアルカリ乾電池は、デジタル機器等への需要増により

今後もワールドワイドでの市場拡大が見込まれております。しかしながら、原材料価格の上昇による影響など今後

も厳しい状況が続くものと予想されます。 

  このようななか、当社グループは、アルカリ乾電池「Ｇ ＰＬＵＳ」の展開により、売上拡大を図るとともに、

国内外における生産革新運動の推進により、さらなる生産性の向上を図ってまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、エレクトロニクスの最先端分野におけるキーデバイスの開発のため、素材、電子部品、モジュー

ルおよび電池を中心に研究開発を行なっております。 

研究開発につきましては、当社の技術開発本部が全社の研究開発活動を統括し、素材をベースとした当社の基盤技

術の開発、市場と技術の動向を見据えた新製品・新技術の開発を行なう一方、プロジェクト体制により短期間での製

品開発を推し進めております。また、産官学との連携により先端技術の導入を効率的に推し進め、技術力のさらなる

向上を図っております。なお、本年８月には開発中の製品に対するお客様の評価をいただくことを目的として、新た

に「ＦＤＫ製品展示＆技術説明会」を開催しました。 

当社グループの研究開発部門の開発スタッフは83名であり、当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発

費は５億73百万円であります。 

当中間連結会計期間における各事業区分別の研究開発の主要目的、研究開発成果および研究開発費は次のとおりで

あります。 

(1) 電子事業 

当社グループのキーテクノロジーであります素材技術に加え、回路技術や高密度実装技術を駆使して電子部品お

よびモジュールの開発を行なっております。 

当中間連結会計期間における新製品としましては、カメラ付携帯電話やデジタルカメラのレンズ駆動用に適した

世界最小サイズのステッパモータ「ＳＭ4.3シリーズ」、小型電子機器向け超小型ＤＣ-ＤＣコンバータとしては世

界で初めて並列運転機能を実現した「ＧＭ003」と従来機種「ＧＭ001」の性能を向上し薄型化を実現した「ＧＭ

006」、携帯電話などの高周波回路における汎用複合部品として世界最小サイズの積層チップローパスフィルタ「Ａ

ＭＦ1005Ｌシリーズ」、従来製品の高品位真性乱数(物理乱数)生成ＩＣ「ＲＰＧ100」を実装面積比で69％小型化し

た「ＲＰＧ100Ｂ」などを開発いたしました。 

当事業に係わる研究開発費は４億51百万円であります。 

(2) 電池事業 

電池に使用する素材技術の開発や環境対策を目的とした研究開発を行なっております。 

当中間連結会計期間におきましては、アルカリ乾電池の正極材料の最適化、電解液、セパレータ、ガスケットの

変更、さらに金属ケースの形状変更などの技術を結集することにより、使用推奨期限を業界最長の５年に延長いた

しました。同時に耐振動性、衝撃性など保存上の安全性も向上させました。 

当事業に係わる研究開発費は１億21百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除・売却の計画としては、連結子会社であるFDK 

TATUNG(THAILAND)CO.,LTD.の清算に伴うものがあります。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 第１回及び第２回優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1) 優先配当金 

① 優先配当金の額 

１株当りの優先配当金の額は、平成19年３月31日に終了する事業年度までは無配とする。平成19年４月１日に開始す

る事業年度以降は、次回年率修正日(以下に定義される。)の前日までの各事業年度について、発行価額相当額(400円)

に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率を乗じて算出した額とする。優先配当金の額は、円位未満小数第４位まで

算出し、その小数第４位を四捨五入する。計算の結果が12円を超える場合は、優先配当金の額は12円とする。 

配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月物)＋0.75％ 

配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成20年４月１

日以降平成26年３月31日までの毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を年率修正日とする。

「日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月物)」は、平成19年４月１日または各年率修正日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)及

びその直後の10月１日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の２時点(以下「優先配当決定基準日」という。)におい

て、午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円ＴＩＢＯＲ)とし

て全国銀行協会によって公表される数値の平均値を指すものとし、優先配当決定基準日に日本円６ヶ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、当該平均値の算出にあたっては、同日(当日が銀行

休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと

認められるものを用いる。 

② 優先中間配当金 

なし 

③ 累積条項 

非累積型 

④ 参加条項 

非参加型 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 510,000,000

優先株式 30,000,000

計 540,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月21日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 128,075,884 同左
東京証券取引所
市場第一部 

― 

第１回優先株式 10,000,000 同左 ― (注) 

第２回優先株式 17,500,000 同左 ― (注) 

計 155,575,884 同左 ― ― 



(2) 残余財産の分配 

普通株式に先立ち、１株につき400円を支払う。それ以外の残余財産の分配は行なわない。 

(3) 議決権 

議決権を有しない。 

(4) 買受及び消却 

平成19年４月１日以降、いつでも優先株式を買い受け、これを株主に配当すべき利益をもって当該買受価額により消却

することができる。 

(5) 償還請求権 

平成21年から平成25年までの毎年７月１日以降７月31日までの間(以下「償還請求期間」という。)において、当該請求

がなされた事業年度の前事業年度における配当可能利益の２分の１の額を限度として、その保有する優先株式の一部ま

たは全部の償還を請求することができる。償還請求期間満了の日から１ヶ月以内に償還手続を終了させるものとし、償

還の対価として優先株式１株につき発行価額相当額(400円)を支払うものとする。なお、償還請求の総額が、上記の償還

のための限度額を超える場合は、各償還請求額の割合に応じ、これを償還する。 

(6) 転換予約権 

① 転換請求期間  平成19年４月１日から平成26年３月31日 

② 転換の条件 

イ 転換価額 

転換価額は、転換請求期間到来後、転換請求により転換の効力が発生した日(以下「転換請求日」という。)におい

て、次のうちいずれか高い方の価額とする。 

１ 180円(以下「下限転換価額」という。) 

２ 転換請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の終値

(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く)。(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り

上げる。)ただし、上限は第１回優先株式においては500円とし、第２回優先株式においては400円(以下「上限転

換価額」という。)とする。 

ロ 転換価額の調整 

１ 優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」とい

う。)により調整する。 
  

  
(a) 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、払

込期日の翌日以降、また募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以

降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式

の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする

株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合は、調整後の転換価額は、当該配当

可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

(c) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換できる証券を発行する場合、調整後の転

換価額は、その証券の発行日に、また募集のための株主割当日がある場合はその日の終りに、発行される証券

の総額が転換されたものとみなし、その発行日の翌日以降または割当日の翌日以降、これを適用する。 

(d) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式の新株を引受ける権利を付与された証券を発行

する場合、調整後の転換価額は、その証券の発行日に、また募集のための株主割当日がある場合はその終り

に、その証券に付与された普通株式の新株を引受ける権利の全部が行使されたものとみなし、その発行日の翌

日以降または割当日の翌日以降、これを適用する。 

２ 前記１に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合

には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。 

３ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転換価額と

し、また、転換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当

日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済の普通株式数とする。 
  

       既発行の
普通株式数

＋
新規発行の普通株式数×１株当たりの払込金額 

調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
時価

既発行の普通株式数＋新規発行の普通株式数 



４ 転換価額調整式に使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、前記１(b)ただし書に示される株式

の分割を行なう場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通

株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

５ 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。 

ハ 転換により発行すべき普通株式数 

転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 
  

  
発行すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

ニ 転換により発行する株式の内容 

普通株式とする。 

ホ 転換請求受付場所 

  中央三井信託銀行株式会社 本店 

ヘ 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及び優先株券が前記ホに記載する転換請求受付場所に到着したときに発生する。 

(7) 普通株式への一斉転換 

転換請求期間に転換請求のなかった優先株式は、同期間の末日の翌日(以下「一斉転換日」という。)をもって、優先株

式の１株の発行価額相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社

の普通株式の普通取引の毎日の数値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)で除して得られる数の普通株

式となる。ただし、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、優先株式の１株の発行価額相当額を当該上限転換価額

で除して得られる数の普通株式となる。また、下限転換価額を下回るときは、本優先株式の１株の発行価額相当額を当

該下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じ

たときは商法に定める一株に満たない端数に関する処理に準じてこれを取扱う。 

(8) 新株引受権等 

① 優先株式について株式の併合または分割は行なわない。 

② 優先株主に対して、新株の引受権または新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(9) 期中転換または一斉転換があった場合の取扱い 

優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金については、転換の請求または一斉転換が４月１

日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日までになされたときは10月１日にそれぞ

れ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

  

転換により発行すべき 
普通株式数 

＝
優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額総額 

転換価額 



(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 富士通株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に伴う増加であり、概要は以下のとおりであります。 

割当株数：第２回優先株式  17,500千株 

発行価額：400円 

資本組入額：200円 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月19日(注) 17,500,000 155,575,884 3,500 22,756 3,500 17,135



(4) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

(平成17年９月30日現在) 

(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数

は、信託業務に係るものであります。 

  

② 第１回優先株式 

(平成17年９月30日現在) 

  

③ 第２回優先株式 

(平成17年９月30日現在) 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目
１番１号 

50,667 39.56

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目
２番10号 

6,703 5.23

富士電機ホールディングス 
株式会社 

神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 3,015 2.35

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,615 1.26

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,253 0.98

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,123 0.88

松井証券株式会社(業務口) 東京都千代田区麹町一丁目４ 891 0.70

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 761 0.59

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イー アイエスジ
ー 
(常任代理人 株式会社東京三
菱銀行カストディ業務部) 

英国：ロンドン市 
(常任代理人 東京都千代田区丸の内 
二丁目７番１号) 

675 0.53

池 田 健 司 
東京都府中市美好町三丁目15番30
ムサシハイツ301 

567 0.44

計 ― 67,270 52.52

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目
１番１号 

10,000 100.00

計 ― 10,000 100.00

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目
１番１号 

17,500 100.00

計 ― 17,500 100.00



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成17年９月30日現在) 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が32,000株(議決権32個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

(平成17年９月30日現在) 

(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 優先株式 
27,500,000

―

優先株式の内容は、「１ 株式等の状
況」の「(1) 株式の総数等」の「②
発行済株式」の注記に記載しており
ます。 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 112,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

127,364,000
127,364 ― 

単元未満株式 普通株式 599,884 ― ― 

発行済株式総数 155,575,884 ― ― 

総株主の議決権 ― 127,364 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
ＦＤＫ株式会社 

東京都港区新橋五丁目36
番11号 

112,000 ― 112,000 0.1

計 ― 112,000 ― 112,000 0.1

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 216 195 186 198 201 292

最低(円) 186 157 168 171 170 187



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について新日本監査法人の中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     9,575 9,316   9,894 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

    26,186 28,661   24,040 

３ たな卸資産     9,439 9,444   7,991 

４ その他     3,036 2,906   3,873 

  貸倒引当金     △77 △87   △121 

流動資産合計     48,160 63.0 50,241 65.6   45,678 64.0

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1) 建物及び 
  構築物 

  9,911   9,426 9,086   

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

  9,095   7,154 7,263   

(3) 土地   4,408   4,389 4,393   

(4) その他   3,037 26,453 2,387 23,358 2,051 22,796 

２ 無形固定資産     960 711   724 

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   135   126 120   

(2) その他   820   2,185 2,117   

  貸倒引当金   △96 859 △69 2,241 △70 2,167 

固定資産合計     28,272 37.0 26,312 34.4   25,687 36.0

資産合計     76,433 100.0 76,554 100.0   71,366 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
  買掛金 

    22,193 29,008   21,364 

２ 短期借入金 ※２   34,692 27,998   37,421 

３ 未払法人税等     358 303   452 

４ その他     3,989 3,717   3,225 

流動負債合計     61,234 80.1 61,027 79.7   62,464 87.5

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２   4,941 1,752   2,306 

２ 退職給付引当金     4,378 4,955   4,723 

３ 役員退職 
  給与引当金 

    22 21   25 

４ その他     62 82   77 

固定負債合計     9,405 12.3 6,811 8.9   7,133 10.0

負債合計     70,639 92.4 67,839 88.6   69,598 97.5

(少数株主持分)           

 少数株主持分     1,426 1.9 521 0.7   533 0.8

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     19,256 25.2 22,756 29.7   19,256 27.0

Ⅱ 資本剰余金     13,635 17.8 17,135 22.4   13,635 19.1

Ⅲ 利益剰余金     △27,020 △35.4 △30,652 △40.0   △29,893 △41.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    13 0.0 18 0.0   16 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,497 △1.9 △1,041 △1.4   △1,759 △2.5

Ⅵ 自己株式     △18 △0.0 △23 △0.0   △21 △0.0

資本合計     4,367 5.7 8,192 10.7   1,234 1.7

負債、少数 
株主持分及び 
資本合計 

    76,433 100.0 76,554 100.0   71,366 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     51,894 100.0 57,307 100.0   100,441 100.0

Ⅱ 売上原価     45,102 86.9 51,400 89.7   87,861 87.5

売上総利益     6,792 13.1 5,907 10.3   12,579 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   5,339 10.3 5,488 9.6   11,037 11.0

営業利益     1,452 2.8 418 0.7   1,542 1.5

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   10   21 50   

２ 為替差益   431   248 97   

３ その他   315 757 1.5 291 560 1.0 580 728 0.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   361   383 721   

２ たな卸資産償却費   ―   158 195   

３ 固定資産除却損   ―   150 114   

４ 退職給付積立不足等 
償却額   642   639 1,278   

５ その他   419 1,423 2.8 167 1,499 2.6 418 2,727 2.7

経常利益     786 1.5 ― ―   ― ―

経常損失     ― ― 519 0.9   456 0.5

Ⅵ 特別利益           

１ 土地売却益   165 165 0.3 ― ― ― 165 165 0.2

Ⅶ 特別損失           

１ 製品不具合対策費用 ※２ ―   ― 893   

２ 損害賠償金   169   ― 365   

３ 有形固定資産除却損 ※３ ― 169 0.3 ― ― ― 171 1,430 1.4

税金等調整前中間純利益     782 1.5 ― ―   ― ―

税金等調整前中間(当期) 
純損失     ― ― 519 0.9   1,721 1.7

法人税、住民税 
及び事業税   451   286 853   

法人税等調整額   37 488 1.0 23 309 0.6 28 881 0.9

少数株主利益     67 0.1 4 0.0   110 0.1

中間純利益     226 0.4 ― ―   ― ―

中間(当期)純損失     ― ― 833 1.5   2,713 2.7



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   13,635 13,635   13,635

Ⅱ 資本剰余金増加高     

 １ 増資による新株の発行 ― ― 3,500 3,500 ― ―

Ⅲ 資本剰余金 
中間期末(期末)残高 

  13,635 17,135   13,635

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △27,023 △29,893   △27,023

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １ 中間純利益 226 ― ― 

 ２ 在外子会社の会計通貨 
   変更による利益剰余金 
   の増加高 

― 74 ― 

 ３ 連結子会社増加による 
   利益剰余金の増加高 

― 226 ― 74 68 68

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 中間(当期)純損失 ― 833 2,713 

 ２ 連結子会社の連結会計 
   期間変更に伴う利益 
   剰余金の減少高 

223 223 ― 833 223 2,937

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

  △27,020 △30,652   △29,893

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間純利益 
又は税金等調整前中間 
(当期)純損失(△) 

 782 △519 △1,721

２ 減価償却費及び 
連結調整勘定償却額 

 1,957 1,695 3,846

３ 退職給付引当金の増加額  380 227 725

４ 役員退職給与引当金の 
減少額 

 △95 ― △93

５ 貸倒引当金の増減額  3 △36 23

６ 受取利息及び受取配当金  △36 △42 △66

７ 支払利息  361 383 721

８ 為替差益  △53 △277 △75

９ 持分法による投資利益  ― △23 △22

10 有形固定資産売却益  △205 △2 △185

11 有形固定資産除却損  23 150 171

12 損害賠償金  169 ― 365

13 売上債権の増減額  4,173 △3,897 4,604

14 たな卸資産の増減額  △354 △1,298 891

15 仕入債務の増減額  △3,117 6,800 △3,401

16 その他  △149 1,587 △825

小計  3,841 4,748 4,958

17 利息及び配当金の受取額  36 42 66

18 利息の支払額  △367 △389 △731

19 損害賠償金の支払額  △30 △78 △286

20 法人税等の支払額  △343 △382 △752

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,136 3,939 3,254

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の預入 
による支出 

 △15 △7 △15

２ 定期預金の払戻 
による収入 

 7 ― 12

３ 有形固定資産 
の取得による支出 

 △1,896 △1,496 △2,934

４ 有形固定資産 
の売却による収入 

 92 13 373

５ 無形固定資産 
の取得による支出 

 △8 △5 △54

６ 関係会社出資金の取得 
  による支出 

 ― △50 △427

７ 投資有価証券の取得 
による支出 

 △1 △1 △3

８ その他  11 6 15

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,810 △1,542 △3,034



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額  △438 △6,416 7,527

２ 長期借入れによる収入  29 0 646

３ 長期借入金の返済 
による支出 

 △1,067 △3,793 △8,559

４ 新株発行による収入  ― 7,000 ―

５ 自己株式の取得 
による支出 

 △3 △1 △5

６ 少数株主への配当金の 
支払額 

 △19 △14 △70

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,498 △3,225 △462

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 187 242 96

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 15 △585 △145

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 9,097 9,876 9,097

Ⅶ 連結子会社の連結会計期間 
変更に伴う現金及び現金 
同等物の増加高 

 440 ― 440

Ⅷ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加高 

 ― ― 660

Ⅸ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の減少高 

 ― ― △176

Ⅹ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 9,553 9,290 9,876

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

      

(1) 連結子会社 連結子会社の数 16社 

主要な連結子会社名 

 ㈱FDKエンジニアリング 

 ㈱FDKメカトロニクス 

 FUCHI ELECTRONICS  

  CO.,LTD. 

 PT FDK INDONESIA 

 FDK LANKA(PVT) LTD. 

 XIAMEN FDK 

  CORPORATION 

 NANJING FDK 

  CORPORATION 

 SHANGHAI FDK  

  CORPORATION 

 FDK AMERICA,INC. 

 SUZHOU FDK CO.,LTD. 

 FDK(THAILAND)CO.,LTD. 

 FDKエナジー㈱ 

連結子会社の数 16社 

主要な連結子会社名 

 ㈱FDKエンジニアリング 

 ㈱FDKメカトロニクス 

 FUCHI ELECTRONICS  

  CO.,LTD. 

 PT FDK INDONESIA 

 FDK LANKA(PVT) LTD. 

 XIAMEN FDK 

  CORPORATION 

 SHANGHAI FDK  

  CORPORATION 

 FDK AMERICA,INC. 

 SUZHOU FDK CO.,LTD. 

 FDK(THAILAND)CO.,LTD. 

 FDKエナジー㈱ 

 FDK HONG KONG LTD. 

 FDK ELECTRONICS GMBH 

 前中間連結会計期間にお

いて非連結子会社であった

FDK HONG KONG LTD.および

FDK ELECTRONICS GMBHは、

重要性が増したことにより

前連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

 また、前中間連結会計期

間において連結子会社であ

ったNANJING FDK 

CORPORATIONは、平成16年

12月１日付で中国企業と合

併したことに伴う出資(議

決権)比率の低下により、

前連結会計年度より連結の

範囲から除外し、新会社

NANJING JINNING SANHUAN 

FDK CO.,LTD.として持分法

適用関連会社としました。 

 前中間連結会計期間にお

いて連結子会社であった

FDK販売株式会社は、平成

17年４月１日付で吸収合併

しました。 

連結子会社の数 17社 

主要な連結子会社名 

 ㈱FDKエンジニアリング 

 ㈱FDKメカトロニクス 

 FUCHI ELECTRONICS  

  CO.,LTD. 

 PT FDK INDONESIA 

 FDK LANKA(PVT) LTD. 

 XIAMEN FDK 

  CORPORATION 

 SHANGHAI FDK  

  CORPORATION 

 FDK AMERICA,INC. 

 SUZHOU FDK CO.,LTD. 

 FDK(THAILAND)CO.,LTD. 

 FDKエナジー㈱ 

 FDK HONG KONG LTD. 

 FDK ELECTRONICS GMBH 

 前連結会計年度において

非連結子会社であったFDK 

HONG KONG LTD.およびFDK 

ELECTRONICS GMBHは、重要

性が増したことにより当連

結会計年度より連結の範囲

に含めております。 

 また、前連結会計年度に

おいて連結子会社であった

NANJING FDK 

CORPORATIONは、平成16年

12月１日付で中国企業と合

併したことに伴う出資(議

決権)比率の低下により、

当連結会計年度より連結の

範囲から除外し、新会社

NANJING JINNING SANHUAN 

FDK CO.,LTD.として持分法

適用関連会社としました。 

  

  

  

  

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(2) 非連結子会社  FDK HONG KONG LTD. 

 ㈱富士電化環境センター 

他４社  

(非連結子会社の総資産、

売上高、中間純損益および

利益剰余金(持分に見合う

額)等はいずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及

ぼしておりません。) 

 ㈱富士電化環境センター 

他３社 

(非連結子会社の総資産、

売上高、中間純損益および

利益剰余金(持分に見合う

額)等はいずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及

ぼしておりません。) 

 ㈱富士電化環境センター 

他３社 

(非連結子会社の総資産、

売上高、当期純損益および

利益剰余金(持分に見合う

額)等はいずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法適用の関連会社数 

０社 

持分法を適用していない非

連結子会社６社および関連

会社１社は、それぞれ中間

連結純損益および利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重

要性がないため、これらの

会社に対する投資について

は、持分法を適用せず原価

法によっております。 

持分法適用の関連会社数 

１社 

 NANJING JINNING  

 SANHUAN FDK CO.,LTD. 

持分法を適用していない非

連結子会社４社は、それぞ

れ中間連結純損益および利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、こ

れらの会社に対する投資に

ついては、持分法を適用せ

ず原価法によっておりま

す。 

持分法適用の関連会社数 

１社 

 NANJING JINNING  

 SANHUAN FDK CO.,LTD. 

持分法を適用していない非

連結子会社４社および関連

会社１社は、それぞれ連結

純損益および利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要

性がないため、これらの会

社に対する投資について

は、持分法を適用せず原価

法によっております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社は、以下の７社

を除き中間連結財務諸表提

出会社の中間決算日と同一

であります。 

 FUCHI ELECTRONICS  

  CO.,LTD. 

 PT FDK INDONESIA 

 XIAMEN FDK 

  CORPORATION 

 NANJING FDK  

  CORPORATION 

 SHANGHAI FDK  

  CORPORATION 

 FDK TATUNG(THAILAND) 

  CO.,LTD. 

 SUZHOU FDK CO.,LTD. 

連結子会社は、以下の６社

を除き中間連結財務諸表提

出会社の中間決算日と同一

であります。 

 FUCHI ELECTRONICS  

  CO.,LTD. 

 PT FDK INDONESIA 

 XIAMEN FDK 

  CORPORATION 

 SHANGHAI FDK  

  CORPORATION 

 FDK TATUNG(THAILAND) 

  CO.,LTD. 

 SUZHOU FDK CO.,LTD. 

連結子会社は、以下の６社

を除き連結財務諸表提出会

社の決算日と同一でありま

す。 

 FUCHI ELECTRONICS  

  CO.,LTD. 

 PT FDK INDONESIA 

 XIAMEN FDK 

  CORPORATION 

 SHANGHAI FDK  

  CORPORATION 

 FDK TATUNG(THAILAND) 

  CO.,LTD. 

 SUZHOU FDK CO.,LTD. 

  なお、上記７社の中間決算

日は６月30日であります

が、中間連結決算日９月30

日現在で実施した中間決算

に準じた仮決算に基づく財

務諸表を基礎として中間連

結財務諸表を作成しており

ます。 

(会計処理方法の変更) 

従来、中間連結決算日の異

なる在外連結子会社７社に

つきましては中間連結決算

日との差異が３ヶ月以内で

あるため、当該連結子会社

の中間財務諸表を基礎とし

て連結を行なっておりまし

たが、重要性が増したこと

に伴い、連結財務情報開示

の一層の適正化を図るため

に、当中間連結会計期間よ

り中間連結決算日現在で実

施した中間決算に準じた仮

決算に基づく財務諸表で連

結する方法に変更いたしま

した。 

なお、上記６社の中間決算

日は６月30日であります

が、中間連結決算日９月30

日現在で実施した中間決算

に準じた仮決算に基づく財

務諸表を基礎として中間連

結財務諸表を作成しており

ます。 

なお、上記６社の決算日は

12月31日でありますが、連

結決算日３月31日現在で実

施した決算に準じた仮決算

に基づく財務諸表を基礎と

して連結を行なっておりま

す。 

(会計処理方法の変更) 

従来、連結決算日の異なる

在外連結子会社６社につき

ましては連結決算日との差

異が３ヶ月以内であるため

当該連結子会社の財務諸表

を基礎として連結を行なっ

ておりましたが、重要性が

増したことに伴い、連結財

務情報開示の一層の適正化

を図るために、当連結会計

年度より連結決算日現在で

実施した本決算に準じた仮

決算に基づく財務諸表で連

結する方法に変更いたしま

した。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

連結子会社が採用する会計

処理基準と中間連結財務諸

表提出会社が採用する会計

処理基準とは、概ね同一で

あり、次の通りでありま

す。ただし、在外連結子会

社が採用する会計処理基準

の一部は、当該国の会計処

理基準に準拠しておりま

す。 

同左 連結子会社が採用する会計

処理基準と連結財務諸表提

出会社が採用する会計処理

基準とは、概ね同一であ

り、次の通りであります。

ただし、在外連結子会社が

採用する会計処理基準の一

部は、当該国の会計処理基

準に準拠しております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

      

(イ)有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は主と

して移動平均法によ

り算定しておりま

す。) 

時価のないもの 

…移動平均法による原

価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は主として

移動平均法により算

定しております。) 

  

時価のないもの 

同左 

(ロ)デリバティブ 時価法 同左 同左 

(ハ)たな卸資産 主として、総平均法による

原価法を採用しておりま

す。ただし、一部の連結子

会社は商品、原材料および

貯蔵品について、移動平均

法または先入先出法による

原価法を採用しておりま

す。 

主として、総平均法による

原価法を採用しておりま

す。ただし、一部の連結子

会社は商品、製品、原材料

および貯蔵品について、移

動平均法または先入先出法

による原価法を採用してお

ります。 

主として、総平均法による

原価法を採用しておりま

す。ただし、一部の連結子

会社は商品、原材料および

貯蔵品について、移動平均

法または先入先出法による

原価法を採用しておりま

す。 

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

有形固定資産の減価償却方

法は、主として定率法によ

っております。ただし、一

部の在外連結子会社につい

ては、定額法によっており

ます。 

なお、国内法人が平成10年

４月１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用し

ております。 

また、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び 
運搬具 

 
３～16年

同左 同左 

(3) 重要な引当金の

計上基準 

      

(イ)貸倒引当金 主として中間期末債権の貸

倒による損失に備えるた

め、一般債権については、

貸倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等につい

ては、個別に回収可能性を

検討し回収不能見込額を計

上しております。 

同左 主として期末債権の貸倒に

よる損失に備えるため、一

般債権については、貸倒実

績率による計算額を、貸倒

懸念債権等については、個

別に回収可能性を検討し回

収不能見込額を計上してお

ります。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(ロ)退職給付引当

金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。なお、会計基準変更

時差異は、10年による按分

額を費用処理しておりま

す。また、数理計算上の差

異については、各連結会計

年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により

それぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理しており

ます。 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。なお、会計基準変更

時差異は、10年による按分

額を費用処理しておりま

す。また、過去勤務債務

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法によ

り費用処理しており、数理

計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定

額法により発生の翌連結会

計年度から費用処理してお

ります。 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、

会計基準変更時差異は、10

年による按分額を費用処理

しております。また、数理

計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定

額法により発生の翌連結会

計年度から費用処理してお

ります。 

(ハ)役員退職給与

引当金 

役員の退職金の支出に備え

るため、役員退職金規程に

基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上しており

ます。 

同左 役員の退職金の支出に備え

るため、役員退職金規程に

基づく期末要支給額を計上

しております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(4) 重要な外貨建の

資産又は負債の

本邦通貨への換

算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外連結子

会社の資産および負債は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均

相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分お

よび資本の部における為替

換算調整勘定に含めており

ます。 

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。なお、在外連

結子会社の資産および負債

は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、収益および費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持

分および資本の部における

為替換算調整勘定に含めて

おります。 

外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社

の資産および負債は、連結

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益およ

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分および資本

の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

  

(5) 重要なリース取

引の処理方法 

主としてリース物件の所有

権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

(6) 重要なヘッジ会

計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

市場相場変動に伴うリ

スクがある債権または

債務をヘッジ対象とし

て、為替予約、金利ス

ワップ等のデリバティ

ブ取引をヘッジ手段と

して用いております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

市場相場変動に伴うリ

スクのヘッジを目的と

して、実需に基づく債

権または債務を対象に

デリバティブ取引を行

なっており、中間連結

財務諸表提出会社が定

めたデリバティブ取引

に関する管理規程に準

じて取引を行ない、ヘ

ッジの有効性の判定を

含めたリスク管理を実

施しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

市場相場変動に伴うリ

スクのヘッジを目的と

して、実需に基づく債

権または債務を対象に

デリバティブ取引を行

なっており、連結財務

諸表提出会社が定めた

デリバティブ取引に関

する管理規程に準じて

取引を行ない、ヘッジ

の有効性の判定を含め

たリスク管理を実施し

ております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(7) 消費税等の会計

処理 

消費税および地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

同左 同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金および容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金および容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 



(表示方法の変更) 

  

  

(追加情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

――――― 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」に

含めて表示していた「たな卸資産償却費」「固定資産除

却損」は、当中間連結会計期間において営業外費用総額

の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。な

お、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含

まれる「たな卸資産償却費」は76百万円、「固定資産除

却損」は23百万円であります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

外形標準課税制度 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が83百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が

83百万円減少しております。 

――――― 外形標準課税制度 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が165百万円増加し、営業利益は165

百万円減少し、経常損失及び税金等

調整前当期純損失が165百万円増加

しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は41,417百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は42,178百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は40,372百万円でありま

す。 

※２ 担保資産 

   担保付債務 

    有形固定資産 
    (工場財団) 

7,887百万円

    借入金 1,853百万円

※２ 担保資産 

   担保付債務 

    有形固定資産
    (工場財団) 

7,098百万円

    借入金 1,244百万円

※２ 担保資産 

   担保付債務 

   有形固定資産 
    (工場財団) 

7,248百万円

   借入金 1,929百万円

 ３ 保証債務 

   従業員の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行なって

おります。 

   従業員 635百万円

 ３ 保証債務 

   従業員および関連会社の金融

機関からの借入に対し、債務

保証を行なっております。 

   従業員 496百万円

   NANJING JINNING
   SANHUAN 
   FDK CO.,LTD. 

139百万円

   計 635百万円

 ３ 保証債務 

   従業員および関連会社の金融

機関からの借入に対し、債務

保証を行なっております。 

  従業員 549百万円

  NANJING JINNING 
   SANHUAN 
   FDK CO.,LTD. 

129百万円

  計 679百万円

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は以下のと

おりであります。 

勘定科目   

運送費・ 
梱包費 

622百万円

従業員給料・
諸手当 

1,539百万円

研究開発費 603百万円

退職給付費用 150百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は以下のと

おりであります。 

  

勘定科目

運送費・
梱包費 

658百万円

従業員給料・
諸手当 

1,783百万円

研究開発費 573百万円

退職給付費用 168百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は以下のと

おりであります。 

勘定科目   

運送費・
梱包費 

1,337百万円

従業員給料・
諸手当 

3,162百万円

研究開発費 1,160百万円

退職給付費用 299百万円

――――― ――――― ※２ 製品不具合対策費用 

・たな卸資産 
 処分損 

584百万円

・検査修理費 174百万円

・運送費 134百万円

計 893百万円

――――― ――――― ※３ 有形固定資産除却損 

・建物及び構築物 171百万円

計 171百万円



  
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成16年９月30日) 

  

 現金及び預金勘定 9,575百万円

 預入期間が３ケ月
を超える定期預金 

△21百万円

 現金及び 
 現金同等物 

9,553百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成17年９月30日) 

  

 現金及び預金勘定 9,316百万円

 預入期間が３ケ月
を超える定期預金

△25百万円

 現金及び 
 現金同等物 

9,290百万円

(1) 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成17年３月31日) 

現金及び預金勘定 9,894百万円

預入期間が３ケ月 
 を超える定期預金 

△17百万円

現金及び
 現金同等物 

9,876百万円

    (2) 重要な非資金取引の内容 

 ① 当連結会計年度に重要性が増

したことにより新たに連結子

会社となったFDK HONG KONG 

LTD.およびFDK ELECTRONICS 

GMBHの資産及び負債の主な内

訳は次のとおりであります。 

  

資産の部 

負債の部 

流動資産 2,032百万円

固定資産 4百万円

計 2,037百万円

流動負債 1,902百万円

     ② 当連結会計年度に中国企業と

合併したことに伴う出資(議

決権)比率の低下により連結

子会社から持分法適用関連会

社に異動したNANJING  FDK 

CORPORATIONの資産および負

債の主な内訳は次のとおりで

あります。 

なお、NANJING FDK  

CORPORATIONはNANJING  

JINNING SANHUAN FDK  

CO.,LTD.に社名変更しており

ます。 

  

資産の部 

負債の部 

流動資産 1,558百万円

固定資産 1,825百万円

計 3,383百万円

流動負債 1,304百万円

固定負債 274百万円

計 1,578百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

  (有形固定資産) 

  

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円) 

  
その他 

(百万円) 

  
合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 1,360 

  
1,349 

  
2,710

減価償却 
累計額相当額 653 

  
1,008 

  
1,662

中間期末 
残高相当額 

706 
  

340 
  

1,047

  (有形固定資産)

  

機械装置
及び 
運搬具
(百万円)

その他

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 1,093 456 1,549

減価償却 
累計額相当額 609 297 906

中間期末 
残高相当額 

483 158 642

(有形固定資産) 
機械装置
及び 
運搬具
(百万円) 

  
その他 

(百万円) 

  
合計 

(百万円)

取得価額
相当額 1,163

  
1,000 

  
2,163

減価償却
累計額相当額

568

  
729 
  

1,297

期末残高
相当額 

595

  
271 
  

866

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 497百万円

 １年超 549百万円

 合計 1,047百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 306百万円

 １年超 336百万円

 合計 642百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 417百万円

１年超 449百万円

合計 866百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。 

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しておりま

す。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 327百万円

 減価償却費 
 相当額 

327百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 248百万円

 減価償却費
 相当額 

248百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 591百万円

減価償却費
 相当額 

591百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券 

   該当事項はありません。 

(2) その他有価証券 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券 

   該当事項はありません。 

(2) その他有価証券 

  

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

 株式 23 46 22

合計 23 46 22

非上場株式(店頭売買株式を除く) 30百万円

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

 株式 26 58 31

合計 26 58 31

非上場株式 27百万円



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券 

   該当事項はありません。 

(2) その他有価証券 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

区分 
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

 株式 24 51 27

合計 24 51 27

非上場株式 27百万円



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

イ) 前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

   当社の事業区分は、セットメーカーへの納入が主体である電子事業と、最終消費者向けの消費財の販売が主体である電

池事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

  

ロ) 当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

   当社の事業区分は、セットメーカーへの納入が主体である電子事業と、最終消費者向けの消費財の販売が主体である電

池事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

  

  
電子事業 
(百万円) 

電池事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 40,272 11,622 51,894 ― 51,894

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 40,272 11,622 51,894 ― 51,894

営業費用 39,873 10,568 50,442 ― 50,442

営業利益 399 1,053 1,452 ― 1,452

事業区分 主要製品

電子事業 
ハイブリッドモジュール、スイッチング電源、コンバータ、光アイソレータ、光アッ
テネータ、積層部品、現像材、ステッパモータ、コイルデバイス、テレビ・ディスプ
レイ用フェライトコア、電源・ノイズ防止関連用フェライトコア 

電池事業 アルカリ乾電池、マンガン乾電池、リチウム電池、各種強力ライト、乾電池製造設備 

  
電子事業 
(百万円) 

電池事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 46,362 10,945 57,307 ― 57,307

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 46,362 10,945 57,307 ― 57,307

営業費用 46,562 10,326 56,889 ― 56,889

営業利益 △200 619 418 ― 418

事業区分 主要製品

電子事業 

液晶ディスプレイ用信号処理モジュール、液晶バックライトユニット、液晶バックラ
イト用インバータモジュール、スイッチング電源、コイルデバイス、ＶＣＯ(電圧制
御発振器)、積層チップパワーインダクタ、超小型ＤＣ－ＤＣコンバータ、高周波積
層部品、光通信用部品、トナー、モータ 

電池事業 アルカリ乾電池、マンガン乾電池、リチウム電池、各種強力ライト、乾電池製造設備 



ハ) 前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

   当社の事業区分は、セットメーカーへの納入が主体である電子事業と、最終消費者向けの消費財の販売が主体である電

池事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

  

  
電子事業 
(百万円) 

電池事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 76,367 24,073 100,441 ― 100,441

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 76,367 24,073 100,441 ― 100,441

営業費用 76,698 22,200 98,898 ― 98,898

営業利益又は営業損失(△) △330 1,873 1,542 ― 1,542

事業区分 主要製品

電子事業 
ハイブリッドモジュール、スイッチング電源、コンバータ、光アイソレータ、光アッ
テネータ、積層部品、現像材、ステッパモータ、コイルデバイス、テレビ・ディスプ
レイ用フェライトコア、電源・ノイズ防止関連用フェライトコア 

電池事業 アルカリ乾電池、マンガン乾電池、リチウム電池、各種強力ライト、乾電池製造設備 



【所在地別セグメント情報】 

イ) 前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域 

アジア：中国、台湾、シンガポール、インドネシア、スリランカ、タイ 

北 米：米国 

  

ロ) 当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域 

アジア：中国、台湾、シンガポール、インドネシア、スリランカ、タイ 

北 米：米国 

欧 州：ドイツ 

３ 前連結会計年度より、ドイツに所在する子会社を連結子会社に含めたことに伴い「欧州」を新たに設けております。 

  

  
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

32,368 18,351 1,175 51,894 ― 51,894

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,852 10,846 ― 14,699 (14,699) ―

計 36,221 29,198 1,175 66,594 (14,699) 51,894

営業費用 35,158 28,424 1,219 64,802 (14,360) 50,442

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,062 773 △44 1,792 (339) 1,452

  
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

29,030 26,416 875 984 57,307 ― 57,307

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,886 10,145 ― 37 15,070 (15,070) ―

計 33,917 36,562 875 1,022 72,378 (15,070) 57,307

営業費用 34,047 35,430 929 997 71,405 (14,516) 56,889

営業利益又は 
営業損失(△) 

△130 1,132 △53 25 972 (554) 418



ハ) 前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域 

アジア：中国、台湾、シンガポール、インドネシア、スリランカ、タイ 

北 米：米国 

欧 州：ドイツ 

３ 当連結会計年度より、ドイツに所在する子会社を連結子会社に含めたことに伴い「欧州」を新たに設けております。 

  

  

  
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

57,191 38,313 2,267 2,668 100,441 ― 100,441

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10,895 19,951 ― 63 30,909 (30,909) ―

計 68,086 58,264 2,267 2,732 131,350 (30,909) 100,441

営業費用 67,661 56,611 2,363 2,668 129,305 (30,407) 98,898

営業利益又は 
営業損失(△) 

424 1,653 △96 63 2,045 (502) 1,542



【海外売上高】 

イ) 前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域 

ア  ジ  ア：中国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア他 

北    米：米国他 

その他の地域：英国、ドイツ、フランス他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

ロ) 当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域 

ア  ジ  ア：中国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア他 

北    米：米国他 

その他の地域：英国、ドイツ、フランス他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

ハ) 前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域 

ア  ジ  ア：中国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア他 

北    米：米国他 

その他の地域：英国、ドイツ、フランス他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア 北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 21,687 3,644 2,756 28,088

Ⅱ 連結売上高(百万円)   51,894

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

41.8 7.0 5.3 54.1

  アジア 北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,350 2,649 2,781 32,782

Ⅱ 連結売上高(百万円)   57,307

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

47.7 4.6 4.9 57.2

  アジア 北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 40,386 6,040 6,232 52,660

Ⅱ 連結売上高(百万円)   100,441

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

40.2 6.0 6.2 52.4



(１株当り情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当り純資産額 2.87円

１株当り中間純利益 1.77円

１株当り純資産額 △21.94円

１株当り中間純損失 6.52円

１株当り純資産額 △21.61円

１株当り当期純損失 21.20円

 なお、潜在株式調整後１株当り中

間純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り中

間純利益については、１株当り中間

純損失であり希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り当

期純利益については、当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  

 １株当り純資産額については、中

間期末純資産額から「中間期末発行

済優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株式

数(「自己株式」を除く)で除して算

定しております。 

  

 １株当り純資産額については、中

間期末純資産額から「中間期末発行

済優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株式

数(「自己株式」を除く)で除して算

定しております。 

  

 １株当り純資産額については、期

末純資産額から「期末発行済優先株

式数×発行価額」を控除した金額

を、期末発行済普通株式数(「自己

株式」を除く)で除して算定してお

ります。 

１株当り中間純利益金額の算定上の

基礎 

１株当り中間純損失金額の算定上の

基礎 

１株当り当期純損失金額の算定上の

基礎 

中間連結損益計算書
上の中間純利益 

226百万円

普通株式に係る 
中間純利益 

226百万円

中間連結損益計算書
上の中間純損失 

833百万円

普通株式に係る
中間純損失 

833百万円

連結損益計算書上の
当期純損失 

2,713百万円

普通株式に係る
当期純損失 

2,713百万円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 

普通株式の期中 
平均株式数 

127,989,759株
普通株式の期中
平均株式数 

127,969,564株
普通株式の期中
平均株式数 

127,983,569株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当り中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

優先株式 10,000,000株 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当り中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

優先株式 27,500,000株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当り当期純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

優先株式 10,000,000株 

 概要については、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状況、(1) 

株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 

 概要については、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状況、(1) 

株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 

 概要については、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状況、(1) 

株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 



(重要な後発事象) 

  

  
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社は、平成16年11月５日付で東京

地方裁判所において、次の内容によ

る訴訟の提起を受けました。 

① 訴訟の原因及び訴訟の内容 

平成12年12月公正取引委員会よ

り陸上自衛隊向け乾電池の入札

に関し、談合を行なったとして

当社ほか３社が排除勧告を受け

ました。 

本件に関連して平成15年12月陸

上自衛隊より不当利得返還請求

を受け、それに対し、本請求の

根拠を求めていたところ、国に

本年11月５日付で提訴されまし

た。 

② 損害賠償請求額 

不当利得返還請求金額382百万

円及び付帯する年６％の割合に

よる利息。 

  

本請求に対して、代理人弁護士を立

てて当社の正当性を主張していく方

針であります。 

――――― 第三者割当増資について 

連結財務諸表提出会社は、平成17年

３月31日開催の臨時取締役会決議に

基づき、第三者割当による第２回優

先株式を下記のとおり発行いたしま

した。 

発行新株式数
  
優先株式 
  17,500,000株

発行価額 １株につき400円 

発行価額
の総額 

7,000,000,000円 

資本組入額 １株につき200円 

資本組入額
の総額 

3,500,000,000円 

申込期日 平成17年４月19日

払込期日 平成17年４月19日

配当起算日 平成19年４月１日

割当先及び
株式数 

富士通株式会社 
  17,500,000株

資金の使途 財務構造の改善お

よび今後の事業強

化のための開発お

よび設備投資に活

用いたします。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     4,553 3,791   4,061 

２ 受取手形     1,019 441   458 

３ 売掛金     19,545 15,936   15,186 

４ たな卸資産     3,770 2,740   2,966 

５ 未収入金     9,891 12,010   10,098 

６ その他 ※４   773 1,387   772 

  貸倒引当金     △12 △1,206   △53 

流動資産合計     39,542 59.7 35,102 56.8   33,492 55.5

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1) 建物   5,814   5,305 5,440   

(2) 土地   ―   3,302 3,302   

(3) その他   7,525 13,340 4,056 12,664 4,240 12,983 

２ 無形固定資産     489 417   457 

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   75   83 77   

(2) 関係会社株式   6,906   6,856 6,906   

(3) 関係会社 
  出資金 

  5,184   6,072 5,797   

(4) その他   732   625 1,816   

  貸倒引当金   △89 12,810 △69 13,567 △1,221 13,377 

固定資産合計     26,640 40.3 26,649 43.2   26,818 44.5

資産合計     66,182 100.0 61,751 100.0   60,310 100.0



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形     285 257   274 

２ 買掛金     18,932 20,267   14,915 

３ 短期借入金 ※２   18,637 18,548   18,817 

４ 関係会社 
  短期借入金 

    8,500 3,500   12,800 

５ 未払法人税等     105 86   184 

６ その他     3,033 2,585   2,637 

流動負債合計     49,494 74.8 45,245 73.3   49,628 82.3

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２   4,036 1,348   1,766 

２ 退職給付引当金     4,349 4,952   4,720 

３ 役員退職給与 
  引当金 

    13 13   13 

４ その他     9 12   11 

固定負債合計     8,408 12.7 6,326 10.2   6,511 10.8

 負債合計     57,903 87.5 51,572 83.5   56,140 93.1

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     19,256 29.1 22,756 36.9   19,256 31.9

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     13,635 17,135   13,635 

  資本剰余金合計     13,635 20.6 17,135 27.7   13,635 22.6

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金     28 40   28 

２ 中間(当期) 
未処理損失 

    24,636 29,748   28,744 

利益剰余金合計     △24,608 △37.2 △29,707 △48.1   △28,716 △47.6

Ⅵ その他有価証券 
  評価差額金 

    13 0.0 18 0.0   16 0.0

Ⅶ 自己株式     △18 △0.0 △23 △0.0   △21 △0.0

資本合計     8,278 12.5 10,179 16.5   4,169 6.9

負債資本合計     66,182 100.0 61,751 100.0   60,310 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     31,738 100.0 29,388 100.0   57,960 100.0

Ⅱ 売上原価     27,730 87.4 26,266 89.4   51,632 89.1

売上総利益     4,008 12.6 3,122 10.6   6,328 10.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    3,333 10.5 3,510 11.9   6,669 11.5

営業利益     674 2.1 ― ―   ― ―

営業損失     ― ― 388 1.3   341 0.6

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   0   4 11   

２ その他 ※１ 942 943 3.0 603 608 2.1 1,502 1,513 2.6

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   241   255 480   

２ その他 ※２ 1,008 1,250 3.9 1,014 1,269 4.4 1,842 2,323 4.0

経常利益     367 1.2 ― ―   ― ―

経常損失     ― ― 1,049 3.6   1,151 2.0

Ⅵ 特別利益           

１ 土地売却益   165 165 0.5 ― ― ― 165 165 0.3

Ⅶ 特別損失           

１ 関係会社貸付金 
  貸倒引当金 
  繰入額 

  ―   ― 1,150   

２ 製品不具合 
  対策費用 

  ―   ― 893   

３ 損害賠償金   169   ― 365   

４ 有形固定資産 
  除却損 

  ― 169 0.5 ― ― ― 171 2,581 4.5

税引前中間 
純利益 

    364 1.2 ― ―   ― ―

税引前中間 
(当期)純損失 

    ― ― 1,049 3.6   3,567 6.2

法人税、住民税 
及び事業税 

    181 0.6 81 0.2   358 0.6

中間純利益     182 0.6 ― ―   ― ―

中間(当期) 
純損失 

    ― ― 1,131 3.8   3,925 6.8

前期繰越損失     24,818 28,744   24,818 

合併による 
未処分利益の 
受入高 

    ― 127   ― 

中間(当期) 
未処理損失 

    24,636 29,748   28,744 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

   移動平均法による原

価法 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

    (評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定しておりま

す。) 

   時価のないもの 

    移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

   同左 

  

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

   同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

   時価のないもの 

   同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

   同左 

  

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    期末日の市場価格

等に基づく時価法 

    (評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定しておりま

す。) 

  

   時価のないもの 

   同左 

  (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

  同左 

(2) デリバティブ 

  同左 

  (3) たな卸資産 

  総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

  同左 

(3) たな卸資産 

  同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 ３～50年 

機械及び装置 ７～14年 

(1) 有形固定資産 

  同左 

(1) 有形固定資産 

  同左 

  (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内に

おける利用可能期間

(５年)に基づく定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

  同左 

(2) 無形固定資産 

  同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  中間期末債権の貸倒に

よる損失に備えるた
め、一般債権について
は貸倒実績率による計
算額を、貸倒懸念債権
等については個別に回
収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上し
ております。 

(1) 貸倒引当金 
  同左 

(1) 貸倒引当金 
  期末債権の貸倒による
損失に備えるため、一
般債権については貸倒
実績率による計算額
を、貸倒懸念債権等に
ついては個別に回収可
能性を検討し、回収不
能見込額を計上してお
ります。 

  (2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度
末における退職給付債
務および年金資産の見
込額に基づき、当中間
会計期間末において発
生していると認められ
る額を計上しておりま
す。なお、会計基準変
更時差異は、10年によ
る按分額を費用処理し
ております。また、数
理計算上の差異につい
ては、各事業年度の発
生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定
の年数による定額法に
よりそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理
しております。 

(2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度
末における退職給付債
務および年金資産の見
込額に基づき、当中間
会計期間末において発
生していると認められ
る額を計上しておりま
す。なお、会計基準変
更時差異は、10年によ
る按分額を費用処理し
ております。また、過
去勤務債務は、その発
生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定
の年数による定額法に
より費用処理してお
り、数理計算上の差異
については、各事業年
度の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定
額法により発生の翌事
業年度から費用処理し
ております。 

(2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度
末における退職給付債
務および年金資産の見
込額に基づき計上して
おります。なお、会計
基準変更時差異は、10
年による按分額を費用
処理しております。ま
た、数理計算上の差異
については、各事業年
度の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定
額法により発生の翌事
業年度から費用処理し
ております。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (3) 役員退職給与引当金 

  役員の退職金の支出に

備えて、役員退職金規

程に基づく中間期末要

支給額を計上しており

ます。 

(3) 役員退職給与引当金 

  同左 

(3) 役員退職給与引当金 

  役員の退職金の支出に

備えて、役員退職金規

程に基づく当期末要支

給額を計上しておりま

す。 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

  同左  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

  同左   同左 

６ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

① ヘッジ会計の方法 

  同左 

① ヘッジ会計の方法 

  同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  市場相場変動に伴うリ

スクがある債権または

債務をヘッジ対象とし

て、為替予約、金利ス

ワップ等のデリバティ

ブ取引をヘッジ手段と

して用いております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

  ③ ヘッジ方針 

  市場相場変動に伴うリ

スクのヘッジを目的と

して、実需に基づく債

権または債務を対象に

デリバティブ取引を行

なっており、デリバテ

ィブ取引に関する管理

規程に準じて取引を行

ない、ヘッジの有効性

の判定を含めたリスク

管理を実施しておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

  同左 

③ ヘッジ方針 

  同左 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税

の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

  同左 

消費税等の会計処理 

  同左 



  
(表示方法の変更) 

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

――――― 前中間会計期間末の中間貸借対照表において有形固定資

産の「その他」に含めて表示していた「土地」は、当中

間会計期間末において資産の総額の100分５を超えたた

め区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間末の有

形固定資産の「その他」に含まれる「土地」は、3,302

百万円であります。 

前中間会計期間末の中間貸借対照表において区分掲記し

ていた「機械及び装置」は、当中間会計期間末において

資産の総額の100分の５以下となったので、有形固定資

産の「その他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当中間会計期間末の「機械及び装置」は2,502百

万円であります。 

――――― 



(追加情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

外形標準課税制度 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が72百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が72百万

円減少しております。 

――――― 外形標準課税制度 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が144百万円増加し、営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失が144

百万円増加しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

25,728百万円 25,277百万円 25,658百万円 

※２ このうち担保に

供しているもの 

      

担保資産 

有形固定資産 

(工場財団) 

  

7,887百万円 

  

7,098百万円 

  

7,248百万円 

担保付債務 

借入金 

  

1,853百万円 

  

1,244百万円 

  

1,929百万円 

 ３ 偶発債務 

銀行借入に対す

る保証債務 

      

FUCHI  

ELECTRONICS  

CO.,LTD. 

50百万円 177百万円 184百万円 

PT FDK  

INDONESIA  

555百万円 566百万円 537百万円 

SHANGHAI  

FDK  

CORPORATION 

1,221百万円 1,245百万円 1,181百万円 

NANJING FDK  

CORPORATION 

387百万円 ― ― 

SUZHOU FDK  

CO.,LTD. 

708百万円 426百万円 464百万円 

FDK 

(THAILAND) 

CO.,LTD. 

301百万円 207百万円 256百万円 

NANJING 

JINNING 

SANHUAN FDK 

CO.,LTD. 

― 139百万円 129百万円 

従業員 

計 

  635百万円

  3,860百万円

  496百万円

  3,257百万円

  549百万円

  3,304百万円

※４ 消費税等の取扱

い 

未収消費税等は流動資産の

「その他」に含めて表示し

ております。 

 同左 ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益「そ
の他」の主要項
目 

      

   受取配当金 176百万円

 為替差益 364百万円

受取配当金 136百万円

為替差益 235百万円

受取配当金 719百万円

為替差益 78百万円

※２ 営業外費用「そ
の他」の主要項
目 

      

   退職給付積立 
 不足等償却 
 額 

635百万円

退職給付積立
不足等償却
 額 

635百万円

退職給付積立 
不足等償却 
 額 

1,271百万円

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 
無形固定資産 

計 

  
687百万円
39百万円

727百万円

  
670百万円
29百万円

700百万円

  
1,470百万円
73百万円

1,543百万円



  
(リース取引関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引 

      

１ リース物件の取得

価額相当額、減価償

却累計額相当額及び

中間期末(期末)残高

相当額 

    (有形固定資産) 

  

  
機械及
び装置
(百万円) 

  その他 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得 
価額 
相当 
額 

1,309

  

1,373 

  

2,683

減価 
償却 
累計 
額相 
当額 

612

  

1,024 

  

1,636

中間 
期末 
残高 
相当 
額 

697

  

349 

  

1,046

    (有形固定資産) 
機械及
び装置
(百万円)

その他

(百万円)

合計 
(百万円)

取得
価額 
相当 
額 

1,069 479 1,549

減価
償却 
累計 
額相 
当額 

588 318 906

中間
期末 
残高 
相当 
額 

481 161 642

    (有形固定資産) 
機械及 
び装置 
(百万円) 

  その他 
(百万円) 

  合計 
(百万円) 

取得
価額 
相当 
額 

1,128 

  

1,035 

  

2,163 

減価
償却 
累計 
額相 
当額 

538 

  

758 

  

1,297 

期末
残高 
相当 
額 

589 

  

276 

  

866 

   なお、取得価額相当額

は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込

み法」により算定しており

ます。 

 なお、取得価額相当額

は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込

み法」により算定しており

ます。 

 なお、取得価額相当額

は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

２ 未経過リース料中

間期末(期末)残高相

当額 

 １年以内 497百万円
 １年超 549百万円

 計 1,046百万円

１年以内 306百万円
１年超 336百万円

計 642百万円

１年以内 417百万円
１年超 449百万円

計 866百万円

   なお、未経過リース料中

間期末残高相当額は、未経

過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より、算定しております。 

 なお、未経過リース料中

間期末残高相当額は、未経

過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より、算定しております。 

 なお、未経過リース料期

末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利

子込み法」により、算定し

ております。 

３ 支払リース料及び

減価償却費相当額 

支払リース料 325百万円
減価償却費 
相当額 

325百万円

支払リース料 248百万円
減価償却費
相当額 

248百万円

支払リース料 588百万円
減価償却費 
相当額 

588百万円

４ 減価償却費相当額

の算定方法 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  



(１株当り情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当り純資産額 33.43円

１株当り中間純利益 1.43円

１株当り純資産額 △6.41円

１株当り中間純損失 8.84円

１株当り純資産額 1.33円

１株当り当期純損失 30.67円

 なお、潜在株式調整後１株当り中

間純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り中

間純利益については、１株当り中間

純損失であり希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り当

期純利益については、当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  

 １株当り純資産額については、中

間期末純資産額から「中間期末発行

済優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株式

数(「自己株式」を除く)で除して算

定しております。 

  

 １株当り純資産額については、中

間期末純資産額から「中間期末発行

済優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株式

数(「自己株式」を除く)で除して算

定しております。 

  

 １株当り純資産額については、期

末純資産額から「期末発行済優先株

式数×発行価額」を控除した金額

を、期末発行済普通株式数(「自己

株式」を除く)で除して算定してお

ります。 

１株当り中間純利益金額の算定上の

基礎 

１株当り中間純損失金額の算定上の

基礎 

１株当り当期純損失金額の算定上の

基礎 

中間損益計算書上の
中間純利益 

182百万円

普通株式に係る 
中間純利益 

182百万円

中間損益計算書上の
中間純損失 

1,131百万円

普通株式に係る
中間純損失 

1,131百万円

損益計算書上の
当期純損失 

3,925百万円

普通株式に係る
当期純損失 

3,925百万円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 

普通株式の期中 
平均株式数 

127,989,759株
普通株式の期中
平均株式数 

127,969,564株
普通株式の期中
平均株式数 

127,983,569株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当り中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

優先株式 10,000,000株 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当り中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

優先株式 27,500,000株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当り当期純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

優先株式 10,000,000株 

 概要については、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状況、(1) 

株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 

 概要については、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状況、(1) 

株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 

 概要については、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状況、(1) 

株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 



(重要な後発事象) 

  

  
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社は、平成16年11月５日付で東京

地方裁判所において、次の内容によ

る訴訟の提起を受けました。 

① 訴訟の原因及び訴訟の内容 

平成12年12月公正取引委員会よ

り陸上自衛隊向け乾電池の入札

に関し、談合を行なったとして

当社ほか３社が排除勧告を受け

ました。 

本件に関連して平成15年12月陸

上自衛隊より不当利得返還請求

を受け、それに対し、本請求の

根拠を求めていたところ、国に

本年11月５日付で提訴されまし

た。 

② 損害賠償請求額 

不当利得返還請求金額382百万

円及び付帯する年６％の割合に

よる利息。 

  

本請求に対して、代理人弁護士を立

てて当社の正当性を主張していく方

針であります。 

――――― 第三者割当増資について 

当社は、平成17年３月31日開催の臨

時取締役会決議に基づき、第三者割

当による第２回優先株式を下記のと

おり発行いたしました。 

発行新株式数
  
優先株式 
  17,500,000株

発行価額 １株につき400円 

発行価額
の総額 

7,000,000,000円 

資本組入額 １株につき200円 

資本組入額
の総額 

3,500,000,000円 

申込期日 平成17年４月19日

払込期日 平成17年４月19日

配当起算日 平成19年４月１日

割当先及び
株式数 

富士通株式会社 
  17,500,000株

資金の使途 財務構造の改善お

よび今後の事業強

化のための開発お

よび設備投資に活

用いたします。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第76期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月21日

ＦＤＫ株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＦＤＫ

株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成

16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＦＤＫ株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  土  肥  準  三  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  神  谷  和  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  荒  田  和  人  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

ＦＤＫ株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＦＤＫ

株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＦＤＫ株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  神  谷  和  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  荒  田  和  人  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月21日

ＦＤＫ株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＦＤＫ

株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第76期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平成16

年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＦＤＫ株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  土  肥  準  三  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  神  谷  和  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  荒  田  和  人  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

ＦＤＫ株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＦＤＫ

株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第77期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＦＤＫ株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  神  谷  和  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  荒  田  和  人  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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